
様式第１号 (第７条関係 ) 

 

越前市まちなか住宅団地整備費補助金事前協議書  

 

年   月   日   

 

 越前市長       様  

 

事業者             

住 所              

氏 名           印   

電話番号             

                     

 越前市まちなか住宅団地整備費補助金交付要綱第７条第１項の規定により、添

付書類を添えて協議します。  

なお、この協議につき、市税の納付状況について、市長が必要と認める場合に

おいて調査することに同意します。  

 

越前市  

面 積  m2 

法 定 建 ぺ い 率 ％  

事

業

区

域

の

状

況 

場

 

 

 

 

所  

□  都市計画区域  

 

□  都市計画区域外  

 

□  用途地域  

(      ) 
法 定 容 積 率 ％  

 



添付書類  

(1) 事業計画が確認できる図面  

(2) 整備をしようとする住宅団地の位置図  

 (3) 整備をしようとする住宅団地の現況が分かる写真  

(4) 補助対象工事の内訳が記載された施工見積書  

(5) その他市長が必要と認める書類  

区 画 数   

区 画 面 積 最 大    m 2 最 小    m 2 平 均    m 2 

宅 地  道 路  公 園  そ の 他 計  

㎡  ㎡  ㎡  ㎡  ㎡  

宅 地

分 譲 

土 地 利 用

計 画 

％  ％  ％  ％  ％  

予 定 建 築

物 の 概 要 

□  戸建て住宅 □共同住宅  

 

□  その他（             ）  

階 数    高 さ  約     m 

建 ぺ い 率 約     ％  容 積 率 約     ％  

建 築 面 積 約        m2 

延 べ 面 積 約        m2 

棟 数    

事

業

の

概

要 

住 宅 

建 設 

戸 数    

事業着手  

予定時期  
年    月  

事業完了  

予定時期  
年    月  



様式第２号 (第７条関係 ) 

年   月   日   

 

 

越前市まちなか住宅団地整備費補助金事前協議完了通知書 

 

 

          様  

 

 

越前市長           印   

 

 

  越前市まちなか住宅団地整備費補助金交付要綱第７条第３項の規定により通

知します。 

なお、あなたは同要綱第８条の規定によりこの補助金の交付申請を行うこと

ができます。 

事 業 実 施 場 所  越前市  

事 業 予 定 時 期 年    月   ～   年    月  

事 業 経 費                円  

補 助 対 象 経 費               円  

 

 



様式第３号（第９条関係）  

年   月   日  

越前市長  様  

申請者  住  所  

名  称   

代表者          印  

 

交付決定前事業着手申請書  

下記の事業について、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に着手した

いので、越前市まちなか住宅団地整備費補助金交付要綱第９条の規定により、下

記のとおり申請します。  

記  

１  事業名   

２  補助事業の内容   

３  事業費  円  

４  交付申請予定額  円  

５  着手予定年月日       年    月    日  

６  完了予定年月日       年    月    日  

７  交付決定前着手を 

必要とする 

やむを得ない事情  

 

付記条件  

(１ )補助金の交付決定を受けて交付される補助金の額が、交付申請額に達しない

場合又は補助金が交付されない場合においても、異議を唱えません。  

(２ )この申請に係る事業に天災地変等の事由による損失を生じた場合、その損失

は、事業主体が負担します。  

以上  



様式第４号（第９条関係）  

年   月   日  

 

申請者 住  所  

     名  称  

     代 表 者         様  

 

越前市長           印  

 

交付決定前事業着手承認通知書  

 

      年   月   日付けで交付決定前事業着手申請のあった     年

度越前市まちなか住宅団地整備費補助金交付事業については、下記のとおり条

件を付して申請のとおり承認したので通知します。  

 

記  

 

条  件  

１  当該事業の全部又は一部が補助対象とならない場合であっても、異議を唱

えないこと。  

２  当該事業に天災地変等の事由による損失を生じた場合、その損失は、事業

主体が負担すること。  

３  補助金の交付決定前の事業の着手であっても、関係法令、規則等を遵守する

こと。  

 

以上  

 


